
シルバー事業の普及啓発を兼ねて各地区のボランティア活動に参加しています。

東の浜海岸清掃活動に参加しました。

【協議事項】
・業務委託による契約方法の見直しについて協議され、次回以降の理事会で契約方法の
　見直しについて議案審議することになりました。

【審議事項】

（第１号議案から第３号議案まで全議案とも承認可決されました。）
【報告事項】

・新入会員承認の報告について他７件の事項が報告されました。

１　日時　９月２０日(金)　13:30 ～ 15:15
２　場所　高齢者ふれあい会館２階　第3研修室
３　内容

　〇第１号議案　シルバー人材センター利用規約の制定について

【唐津地区ボランティア活動】

　〇第３号議案　中期計画策定委員会設置要綱の制定について

今月は、地域社会への貢献とシルバー事業を広く市民の方々に周知する「シルバー人材セン
ター事業普及啓発促進月間」です。

　〇第２号議案　会員業務就業規約の制定について

事務局通信 令和６年１０月号

公益社団法人 唐津市シルバー人材センター

令和６年第３回理事会が開催されました。

シニアのスマートフォン相談室を設置してます！

◎専門の職員が丁寧にお教えします！
【日時】 月曜日～木曜日 １３：00～１６：００

【場所】 唐津市シルバー人材センター本所事務所

※ 専門の職員が不在の場合がございますので、来所の際は

必ずお問い合わせください。

１０月は事業普及啓発月間です！



シルバー人材センターの契約形態が変わります。
略称フリーランス新法が令和 5年 5月に公布され、令和６年１１月１日に施行されます。 

シルバー人材センターがこの法律に対応するためには、契約形態の見直しが必要となりました。 

・今までどおり、センターが発注者から仕

事の依頼を受け、会員に依頼します。 

・発注者から会員に直接連絡がいくこと

はありません。 

・配分金についても、発注者への請求は

センターが行い、会員にはセンターから

お支払いします。 

見直し後も変わらないこと 

・発注者、センター、会員の三者間での契約となります。これは、会員がセンターから送られる

「会員業務仕様書」に同意（署名不要）することで成立します。 

・「会員業務仕様書」を各会員に郵送でお送りすることによる事務量の増大に対応するため、

シルバー人材センター専用アプリ Smile to Smile（会員専用サイト）が開発されました。こ

れは、スマートフォンまたはパソコンから会員専用サイトへ会員がアクセスして使用します。 

・会員の皆様にこの Smile to Smile の使い方を知っていただくため専門の職員を配置し

ております。 

見直し後に変わること 

【新たな契約形態のポイント】 
・すべての契約において不変の事項は「規約」としてまとめて約款の扱いとする。（ＳＣ利用規約及び会員業務就業規約は HPに掲載し公開） 
・三者間の包括的契約関係を成立させるために、原則、書面又は電磁的方法による就業条件（会員業務仕様書）の明示及び会員の同意（署名不要）が必要。 
・発注者が個人家庭の場合は、利用契約の締結及び会員への就業条件明示は口頭でも差支えない。（個人家庭は、フリーランス法上の事業者に該当しないと解されるため。） 
・発注者とセンターとの契約関係は、準委任。この場合、契約書は課税文書に該当しないため印紙不用。 

SC利用規約 

発注者がセンターを通じて会

員に業務を委託する際の基本

的なルール 

会員業務就業規約 

会員がセンターを通じて就業す

る際の基本的なルール（就業機

会の提供を受ける前提として

規約に同意） 

公開 

同意済み 

発注者は各規約に同意のうえ契約に臨む 

発注者 
三者間の包括的な契約関係 

 シルバー人材センター利用契約 
 

会員業務仕様書 

・マッチング業務 

・報酬の代理請求 

 代理徴収 

・事故発生時の権利義務関係 

・事務処理全体調整業務 など 

業務仕様書に基づき 

仕事の遂行 など 

同意 

シルバー会員 


